
茅野市立小・中学校外国語指導助手派遣業務プロポーザル審査要領 

 

１ 審査方法 

（１）茅野市立小・中学校外国語指導助手派遣業務プロポーザル審査会（以下

「審査会」という。）を開催し、第３項に規定する審査基準に基づき提案

者及び提案内容を審査する。 

（２）審査は、評価項目を点数化（満点を 100とする。）して評価を行い、各審

査委員の評価結果を集計し、その評価点の合計を「審査会評価点」とする。 

（３）審査の結果、審査会評価点の最も高い者を最適提案者として特定する。 

最も高い評価点が同点で２者以上ある場合は、最適提案者は委員の過半

数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。ただし、審査会評

価点が満点の６割に満たない場合は、特定しないものとする。 

 

２ 審査会 

（１）任務 

審査会は、最も適した提案者の選定に関することを審議する。 

（２）審査委員 

審査委員は、次のとおりとする。 

ア 会長 茅野市こども部長 

イ 委員 その他会長が必要と認める者 ６名以内 

（３）会議 

ア 審査会の会議は、会長が招集する。 

イ 審査会には、提案者の出席を求め、提案内容の説明等をさせることが 

できる。 

ウ 会長は、必要があるときは、委員及び提案者以外の者の出席を求め、 

意見を聞くことができる。 

   エ 会長は、簡易な事項又は急を要する事項については、会議に代えて書 

     面により委員の意見を求めることができる。 

 

３ 審査 

（１）審査は、提案書に記載された提案内容が公募型プロポーザル方式募集要

領及び基本仕様書に定める条件等を満たしていることを前提とし、別添

の審査基準により行う。 

（２）審査は、書類審査及びプレゼンテーション方式で行う。 

ア プレゼンテーション実施予定日及び方法は、別途提案者と調整する。 

イ １提案者あたり、プレゼンテーションを１５分以内とし、質疑応答は



１０分程度とする。 

なお、質疑応答で得られた回答は、提案に含むものとする。 


